
２０２６年４月 

東春信用金庫 

 

 

「次世代育成支援対策推進法」および「女性活躍推進法」に基づく 

「一般事業主行動計画」 

 

当金庫職員の仕事と子育ての両立および全職員がその能力を十分に発揮できる職

場環境をつくるため、下記の行動計画を策定しました。 

 

 

１．計画期間 

  令和８年４月 1日～令和１３年３月３１日 

 

２.内容 

 【目標１】     男性職員の育児休業等取得率１００％。 

   

【取組内容】 

   令和８年４月～ 全職員へ周知するとともに、該当者に対し個別に働きかけを行う。 

 

【目標２】    フルタイム労働者１か月あたりの法定時間外・法定休日労働時間数

平均１５時間以下。 

 

【取組内容】 

   令和８年４月～ 定時退庫デーの設定。 

   令和８年４月～ 所定外労働の多い職員へ個別に働きかけを行う。 

   

【目標３】    有給休暇取得率６７％以上。 

 

【取組内容】 

令和８年４月～ 全職員へ周知するとともに、取得状況を定期的に発信する。 

 

 

 

           

 


